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○

暗
号
資
産
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
令
第
七
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う

に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
電
子
決
済
手
段
」
、
「
暗
号
資
産
」
、
「

暗
号
資
産
交
換
業
」
、
「
暗
号
資
産
の
交
換
等
」
、
「
暗
号
資
産
の
管
理

」
、
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
、
「
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
、
「
電

子
決
済
手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
」
、
「
認
定
資
金
決
済
事

業
者
協
会
」
、
「
暗
号
資
産
交
換
業
務
」
、
「
信
託
会
社
等
」
又
は
「
銀

行
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
、
暗
号
資
産
、
暗
号
資
産
交

換
業
、
暗
号
資
産
の
交
換
等
、
暗
号
資
産
の
管
理
、
暗
号
資
産
交
換
業
者

、
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
、
電
子
決
済
手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
、
暗
号
資
産
交
換
業
務
、
信
託
会

社
等
又
は
銀
行
等
を
い
う
。

２

［
略
］

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
電
子
決
済
手
段
」
、
「
暗
号
資
産
」
、
「

暗
号
資
産
交
換
業
」
、
「
暗
号
資
産
の
交
換
等
」
、
「
暗
号
資
産
の
管
理

」
、
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
、
「
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
、
「
認

定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
」
、
「
暗
号
資
産
交
換
業
務
」
、
「
信
託
会
社

等
」
又
は
「
銀
行
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
、
暗
号
資
産

、
暗
号
資
産
交
換
業
、
暗
号
資
産
の
交
換
等
、
暗
号
資
産
の
管
理
、
暗
号

資
産
交
換
業
者
、
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協

会
、
暗
号
資
産
交
換
業
務
、
信
託
会
社
等
又
は
銀
行
等
を
い
う
。

２

［
同
上
］
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（
委
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
十
六
条 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
業
務

の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
業
務
の
内
容
に
応

じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
三 
略
］ 

四 

委
託
先
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す

る
等
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
等

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

五 

［
略
］ 

 

（
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
） 

第
二
十
一
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

暗
号
資
産
の
交
換
等
に
つ
い
て
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
所
属
暗
号

資
産
交
換
業
者
（
法
第
六
十
三
条
の
二
十
二
の
三
第
一
項
第
七
号
ロ
に
規

定
す
る
所
属
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
う
。
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
と
す
る
電
子
決
済
手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
暗
号
資

産
交
換
業
の
利
用
者
に
対
し
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
第
一
項
に
規
定
す

る
説
明
を
行
っ
た
と
き
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
こ
と

を
要
し
な
い
。 

（
委
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
十
六
条 

［
同
上
］ 

  

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

委
託
先
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す

る
等
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
等

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

五 

［
同
上
］ 

 

（
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
） 

第
二
十
一
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

［
項
を
加
え
る
。
］ 
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（
利
用
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
） 

第
二
十
二
条 

［
略
］ 

［
２
～
４ 
略
］ 

５ 

暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
を

所
属
暗
号
資
産
交
換
業
者
と
す
る
電
子
決
済
手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
者
が
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
に
対
し
前
各
項
の
規
定
に
準
じ

て
情
報
を
提
供
し
た
と
き
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
当
該
各
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
当
該
各
項
の
規
定
に
よ
り
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

６
・
７ 

［
略
］ 

 

（
利
用
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
） 

第
二
十
二
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

［
項
を
加
え
る
。
］ 

     

５
・
６ 

［
同
上
］ 

 

（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
等
） 

第
二
十
三
条 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関

し
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び
暗
号
資
産
交
換

業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
七 

略
］ 

八 

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
、
暗

号
資
産
の
借
入
れ
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置 

イ 

暗
号
資
産
交
換
業
者
に
よ
る
暗
号
資
産
の
借
入
れ
は
暗
号
資
産
の

管
理
に
該
当
せ
ず
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
借
り
入
れ
た
暗
号

（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
等
） 

第
二
十
三
条 

［
同
上
］ 

   

［
一
～
七 

同
上
］ 

八 

［
同
上
］ 

 
イ 
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
よ
る
暗
号
資
産
の
借
入
れ
は
暗
号
資
産
の

管
理
に
該
当
せ
ず
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
借
り
入
れ
た
暗
号
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資
産
は
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暗
号
資

産
交
換
業
者
の
暗
号
資
産
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
及
び
当
該
借
入
れ
の
相
手
方
は
法
第
六
十
三
条
の
十
九
の
二
第

一
項
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
相
手

方
が
明
瞭
か
つ
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
に
よ
り
表
示

す
る
措
置 

ロ 

暗
号
資
産
の
借
入
れ
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
負
担
す
る
債

務
が
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
返
済
能
力
に
比
し
て
過
大
と
な
り

、
又
は
そ
の
返
済
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
保
護

に
欠
け
、
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
妨
げ

る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
当
該
債
務
の
残
高
を
適
切
に
管
理
す
る

た
め
の
体
制
（
暗
号
資
産
の
借
入
れ
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

、
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
、
借
り
入
れ
た
暗
号
資
産
の
種
類
及
び

数
量
並
び
に
返
済
期
限
を
記
録
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
整
備
す
る

措
置 

九 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
資
産
の
交
換
等
を
行
う
暗
号

資
産
交
換
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
取
り
扱
う
暗
号
資
産
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産

交
換
業
の
利
用
者
が
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換

を
行
う
に
際
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
継
続
的
に
表
示
す
る
措
置 

資
産
は
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暗
号
資

産
交
換
業
者
の
暗
号
資
産
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
及
び
当
該
借
入
れ
の
相
手
方
は
法
第
六
十
三
条
の
十
九
の
二
第

一
項
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
相
手

方
が
明
瞭
か
つ
正
確
に
認
識
で
き
る
内
容
に
よ
り
表
示
す
る
措
置 

 

ロ 

暗
号
資
産
の
借
入
れ
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
負
担
す
る
債

務
が
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
返
済
能
力
に
比
し
て
過
大
と
な
り

、
又
は
そ
の
返
済
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
保
護

に
欠
け
、
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
妨
げ

る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
当
該
債
務
の
残
高
を
適
切
に
管
理
す
る

た
め
の
体
制
（
暗
号
資
産
の
借
入
れ
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

、
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
、
借
り
入
れ
た
暗
号
資
産
の
種
類
及
び

数
量
並
び
に
返
済
期
限
を
記
録
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
整
備
す
る

措
置 

九 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 

一 

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
取
り
扱
う
暗
号
資
産
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産

交
換
業
の
利
用
者
が
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換

を
行
う
に
際
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
認
識
で
き
る

よ
う
継
続
的
に
表
示
す
る
措
置 
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［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
二
～
四 

略
］ 

３ 
［
略
］ 

 

（
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
関
す
る
特
則
） 

第
二
十
五
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
暗
号
資
産

信
用
取
引
の
保
証
金
を
受
領
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
利
用
者
に

対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
・
二 

略
］ 

４ 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
暗
号

資
産
信
用
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
と
き
は
、
三
月
を
超
え

な
い
期
間
ご
と
に
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
当

該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
未
決
済
勘
定
明
細
及
び
評
価
損
益
に
つ
い
て
の

情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
５
～
７ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

［
二
～
四 

同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

 

（
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
関
す
る
特
則
） 

第
二
十
五
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
暗
号
資
産

信
用
取
引
の
保
証
金
を
受
領
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
利
用
者
に

対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
・
二 

同
上
］ 

４ 

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
暗
号

資
産
信
用
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
と
き
は
、
三
月
を
超
え

な
い
期
間
ご
と
に
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
当

該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
未
決
済
勘
定
明
細
及
び
評
価
損
益
に
つ
い
て
の

情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
５
～
７ 

同
上
］ 

 
 

（
資
産
の
国
内
保
有
） 
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第
三
十
八
条
の
二 

令
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
負
債
の
額
は
、
貸
借
対

照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
負
債
の
額
（
保
証
債
務
の
額
を
含

む
。
）
か
ら
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
に
対
す
る
債

務
の
額
を
控
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


